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平成19年度 第７回 資料１９ 
 

情報公開･個人情報保護審議会 諮問・報告事項 
 
 

件

名 
保健情報システム（基本健診サブシステム）の改修について 

 
 
内容は別紙のとおり 

 
 
条例の根拠 

【諮問】 

◇第16条第1項本文（電子計算機による個人情報の処理開発、変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
担当部課：    健康部     計画推進課       
担当係 保健福祉計画係 担当者 山澄、 平 内線（４１１７） 
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事業の概要 

事業名   基本健診（生活習慣病予防健診） 

担当課   保健センター、区民健康センター    （システム管理担当課：計画推進課） 

目 的   区民の健康管理 

対象者   区民 

事業内容 基本健診サブシステムは、保健センター、区民健康センターにおいて実施している基本健

康診査の予約・受付・受診状況・生化学検査・結果状況等について記録し、履歴管理を行って

いる。 
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別紙（個人情報処理システム開発・変更関係） 

◇１．電算開発等（第16条第1項本文関係）・・・諮問事項 

件名  保健情報システム（基本健診サブシステム）の改修について 

 

保有課（担当課）  保健センター、区民健康センター 

登録業務の名称  基本健診（生活習慣病予防健診） 

記録される情報項

目（だれの、どの

ような項目が、ど

このコンピュータ

に記録されるの

か） 

 

１ 個人の範囲 

 

  健診受診者（平成２０年４月以降） 

 

１６歳以上の区民（特定健診対象者、後期高齢者健診対象者は当システム

の管理対象外）※注１ 

 

※注１ データ管理主体 

特定健診対象者（４０～７４歳）  ：医療保険者 

後期高齢者健診対象者（７５歳以上）：後期高齢者医療広域連合 

 

２ 記録項目 

 

身長、体重、ＢＭＩ、血圧（最高、最低）、降圧薬の使用、尿蛋白、尿糖、 

尿潜血、食事状況、白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、 

血小板数、ＡＳＴ、ＡＬＴ、γ－ＧＴＰ、ＺＴＴ、ＡＬＰ、尿素窒素、 

クレアチニン、総コレステロール、ＨＤＬコレステロール、 

ＬＤＬコレステロール、中性脂肪、食事時間、血糖値、ヘモグロビンＡ１ｃ、

尿酸、総蛋白、胸部エックス線、眼底検査、心電図、聴診、喫煙状況、 

腹囲、服薬状況（脂質）、服薬状況（血糖）、保健指導階層化判定結果区分、 

治療状況区分 

 

３ 記録するコンピュータ 

 

  計画推進課に設置の保健情報システムサーバ 

 

新規開発・追加・

変更の理由 

 

基本健診サブシステムは、平成２０年度より特定健診に準じた健診（※注２）の

健診結果を記録する。 

そのため特定健診に準じた健診で追加される現行システムでの未対応部分を改修

する。 

※注２ 新宿区は特定健診、後期高齢者健診以外の健診対象者について特定健診に

準じた健診を実施する。 
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新規開発・追加・

変更の内容 

 

健診対象者の年齢が平成２０年度より１６歳以上へ拡大される。（現行２０歳以上）

 

１）記録項目の追加（５項目） 

①腹囲 

・000.0cm 

②服薬（脂質）有無の区分フラグ 

・有 

・無 

③服薬（血糖）有無の区分フラグ 

・有 

・無 

④保健指導階層化判定結果の区分フラグ 

・積極的支援 

・動機づけ支援 

・情報提供 

・判定不能 

⑤治療状況の区分フラグ（血糖・脂質・血圧いずれか該当の場合に区分） 

・治療中 

・要医療 

 

２）統計分析機能等の設定 

・現行統計用出力機能に今回改修の追加項目を設定可能とする。 

・現行経年比較グラフ機能で腹囲も表示可能とする。 

・保健センターと区民健康センターの健診内容統一化に伴い、異なっていた端

末毎の入力・表示機能の設定を揃える。 

 

開発等を委託する

場合における個人

情報保護対策 

 

・委託業者は新宿区健康部計画推進課における情報セキュリティ実施手順を遵

守の上契約を履行する。 

・プログラム改修開発過程では区民の情報は使用しない。 

・改修内容の適用は職員立会いの上行う。 

 

新規開発・追加・ 

変更の時期 

 

平成20年1月  個人情報保護審議会に諮問 

承認後 

平成20年2月  契約締結、改修作業着手 

平成20年3月  納品、仮稼動 

平成20年4月  本稼動 

 

 


